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日 時 ２０２４年（令和６年）１月１９日（金） 

午後２時から午後３時４５分まで 

 

会 場 藤沢市役所 本庁舎５階 会議室５－１・５－２ 

 

出席者 

（１）委員＝１０人 

深田副会長、岸本副会長、入沢委員、須田委員、鳥海委員、星野委員、 

江藤委員、ポッチャニー委員、宮城委員、森岡委員 

（欠席） 鈴木会長、秋葉委員、萩原委員 

 

（２）事務局＝３人 

人権男女共同平和国際課 作井（主幹）、猪野（課長補佐）、中村（上

級主査） 

 

（３）傍聴者 １人 

 

内 容 

 １ 議題 

 （１）令和５年度各課職員の人権意識啓発に関する取組について 

 （２）人権デュー・ディリジェンス研修 

 ２ その他 
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【令和５年度 第３回ふじさわ人権協議会】 

〇事務局（作井） それでは定刻となりましたので、ただいまから会議を開催した

いと思います。本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがと

うございます。ただいまから、令和５年度第３回ふじさわ人権協議会を開催させ

ていただきます。司会進行を務めます作井と申します。よろしくお願いいたしま

す。本日も会議時間を概ね１時間半程度、１時間から２時間程度で考えておりま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。また、本日につきましては鈴木会長か

ら、体調不良のためご欠席というご連絡をいただいております。また秋葉委員と

萩原委員からもご欠席のご連絡をいただいておりますけれども、ふじさわ人権協

議会要綱第７条の規定に定める半数以上の委員が出席されておりますので、この

会議が成立しておりますことを申し添えさせていただきます。次に、会議の公

開・非公開についてお諮りいたします。本市につきましては、市政において重要

な役割を果たしております各種審議会の附属機関や、これに準ずる機関の会議に

おきましては、市運営や施策形成における公平性および透明性を高められるよ

う、藤沢市情報公開条例第３０条の規定により、原則、公開としております。こ

ちらのふじさわ人権協議会におきましても公開を原則として運営してまいりたい

と考えておりますけれども、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

〇事務局（作井） ご意見ありませんのでふじさわ人権協議会は公開とさせていた

だきます。本日は傍聴の方がいらっしゃいますのでご案内させていただきます。 

（傍聴人案内） 

〇事務局（作井） そのほか、本日、議題２でご講演をいただきます日本航空株式

会社人財戦略部人材戦略グループの関剛彦様にもご同席いただいておりますの

で、後ほどまたご紹介させていただきます。本日も会議の記録を作成する関係

上、発言内容は録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください

ますようお願いいたします。また、発言される委員の方には、職員がマイクをお

届けいたしますので、マイクを使ってご発言くださいますよう、ご協力をお願い

いたします。傍聴されている方につきましては、会議の円滑な運営にご協力くだ

さいますようお願いいたします。それでは、配付しております資料の確認をさせ

ていただきます。本日は、次第で裏面が委員名簿になっているものと、資料１と

して、令和５年度各課職員の人権意識啓発に関する取組結果報告の一覧、少し厚

めのものと、参考資料といたしまして」保育所・認定こども園等における人権擁

護のためのセルフチェックリスト」というものを郵送させていただいています。
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あとは、人権デュー・ディリジェンス研修の本日の資料の他に、講演会のチラシ

とふじさわ人権文化を育むまちづくり指針のリーフレットを置かせていただいて

おります。過不足等ございませんでしょうか。それでは、ここからの議事進行

は、ふじさわ人権協議会要綱第５条第３項に従いまして、深田副会長にお願いい

たします。副会長よろしくお願いします。 

〇深田副会長 今、事務局からお話がありましたが、急な鈴木会長の体調不良とい

うことで、ここから役者不足ですが進行を務めさせていただきます。それでは、

早速ですが議題１「令和５年度各課職員の人権意識啓発に関する取組につい

て」、事務局からご説明をお願いします。 

〇事務局（中村） 人権男女共同平和国際課の中村です。よろしくお願いいたしま

す。お手元の資料１になります。こちらの取組は、各課に１人配置しております

ダイバーシティ＆インクルージョン推進員（Ｄ＆Ｉ推進員）を中心に、毎年、課

ごとに人権指針の分野別の課題からテーマを設定していただきまして、各課で職

員の人権意識の啓発に取り組んでいるものになります。人権施策の推進のために

は、職員が様々な人権課題に関心を持って人権感覚を養うことが重要となります

ので、毎年こちらの取組を行っております。昨年度までは、庁内の全１２４課を

委員おひとり当たり９課～１０課をご担当いただく形で、各課の取組内容に対し

て、評価ということではなく、取組を励ましていただくようなコメントをいただ

いておりました。ただこの方法ですと、皆様に大きなご負担をおかけしていたと

いうこともありまして、今年度からは、やり方を変更いたしまして、この会議の

場で皆様からコメントをいただいて、事務局で取りまとめて庁内にフィードバッ

クする形をとることにいたしました。では、資料１をご覧ください。表紙の裏側

に人権課題別番号と取組結果のテーマ分布を記載しております。今年度テーマと

して選んだ課が一番多かったのは「⑧ビジネスにおける人権」、続いて「①ジェ

ンダー平等社会」、続いて「②子どもの人権」、「④障がいのある人の人権」と

いった順番になっております。各課では、課内会議でＤＶＤを視聴して感じたこ

とを共有したり、Ｗｅｂ研修ツールで「ダイバーシティとは何か」といったよう

な講座を各自で受講して、後日意見交換を行ったりなど、それぞれの方法で取り

組んでいただきました。参考資料としまして、「保育所・認定こども園等におけ

る人権擁護のためのセルフチェックリスト」をお送りしましたが、こちらは保育

園からのご報告の中でこのチェックリストを活用しているという内容が多かった

のでご参考にお送りしたものになります。本日はご欠席の萩原委員から、各課の

取組に対してコメントをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。



3 

 

「令和５年度 各課職員の人権意識啓発の取組について」について自分が思ったこ

とは、まず、さまざまなテーマを持って事業に取り組んでいるところはとても良

いと感じました。特に、ジェンダー平等社会や子どもの人権、ビジネスにおける

人権など、社会全体が興味のある分野についての取組が多数なされていて、継続

していけたら良いなと感じました。また、この先、社会状況は一刻と変化してい

くと思うので、今ある人権だけを重視するのではなく、時代に合わせて事業を進

めていくべきだと思いました。誰一人残さない社会を意識してテーマを設定して

いくことが重要だと思います。」というコメントをいただいております。私から

は以上になります。 

〇深田副会長 ありがとうございました。萩原委員からのコメントがございました

が、今日お集まりの委員の皆様から、事前にお読みいただいているかと思います

が、今、事務局から説明がありましたこの取組について、ご意見あるいはご質

問、さらには印象に残った取組やその他感想などをぜひお聞かせをいただきたい

と思います。先ほどお話がありましたが、後日、事務局で本日出た意見を取りま

とめて各課に伝えていただけるということです。では、どなたかご意見、ご質問

等あれば挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

（岸本委員挙手） 

〇深田副会長 岸本委員どうぞ。 

〇岸本委員 岸本です。感想を申し上げる前に質問をさせていただきたいのです

が、年間テーマ設定をする時期とその後の取組を決める時期について、少し気に

なりました。というのは、どこかにジャニーズ事務所の事件をきっかけに、その

テーマ設定をされたというところがありましたが、年間のテーマは年度初めに設

定されているのではないでしょうか。リアルタイムに起こっている耳目を集める

事件に関して、それが年度初めに設定したテーマとは異なる人権課題に関わるも

のであったならば、柔軟に年度初めに設定したテーマを変えることがあってもよ

いとは思いますので、マイナスの意味ではなくて、プラスの意味として、少し気

になったところでご質問をさせていただきました。よろしくお願いします。 

〇深田副会長 いかがでしょうか。 

〇事務局（中村） 各課のテーマ設定は、年度当初の４月から５月に設定して、１

２月までに取り組んでくださいということで、お願いしておりました。ただ、今

年は、設定したテーマについての本課への報告は必要ないという形をとっており

まして、当初設定したテーマに取り組んだ課もあれば、途中で別のもののほうが

良いのではないかというものに取り組んだ課もありました。 
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〇深田副会長 他に、ご意見やご質問はございますでしょうか。 

（宮城委員挙手） 

〇深田副会長 どうぞ。 

〇宮城委員 取り組んでいただくのは、大変素晴らしいことだと思います。その上

で、私どもの会社ですと、やはり全社で統一のことをやるのです。それも、何回

もまた同じことをやるのだという感じでやらないと、なかなか根付かないという

部分がありまして、今年はこのテーマ、来年はこのテーマという感じだと、やっ

ているときは、参加・参画されている方たちは意識が上がるとは思うのですが、

数年にわたり同じようなテーマをやったりとか、また今こちらの方が重要だから

と、またそれをずっと繰り返しやったりとか、そういったようなことを飽きるま

でと言ったらおかしいですけれども、普通にみんながすらっと言えるような感じ

になるまで、嫌というほど繰り返すというようなやり方をしているのです。それ

ぞれやり方はあるとは思うのですが、テーマを決める際に、前年と同じものと

か、そういうやっている担当とかそういうのは、どの程度あるのかとか多いのか

とか、もしわかったら教えてください。 

〇事務局（中村） こちらの取組は各課で自主的に取り組んでいただくものになり

まして、前年度と同じテーマをずっと続けている課もいくつかございます。また

全庁を対象とした、個人で受講する人権ｅラーニング研修というものがございま

して、そちらの内容は、毎年、そこまで大きくは変えずに、毎年約３，０００人

の職員に受けてもらっています。 

〇深田副会長 ありがとうございます。今、お話にあったｅラーニングですが、内

容は毎年更新されるということなのでしょうか。 

〇事務局（中村） 毎年更新しておりまして、多少取り上げる分野も変えたりして

いますが、この数年間は、根本的な部分は継続して実施しています。 

〇深田副会長 それが先ほど宮城委員がおっしゃった、全社的に取り組む課題にあ

たるということでよろしいでしょうか。 

〇事務局（作井） そうですね、本課としてはそういう認識で、全員に同じように

人権意識啓発を行うということで、ｅラーニングを実施しておりまして、内容と

しては、今年度に関しては、昨年度人権指針を改定しましたので、新しい指針に

合わせた内容で、今年度に関しては内容を少しリニューアルしましたけれども、

基本的にはその指針の中に定めてあります人権課題の全ての課題を網羅するよう

な内容で実施をしております。 
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〇深田副会長 ありがとうございます。神奈川県内には、県を含めて３４の自治体

がありますけれども、私が知る限り、こうして各課がそれぞれ人権課題、今年の

課題を設定して、それに向けての取組を行っている自治体は他にないと思いま

す。そういう意味では、自分たちで課題を選ぶところから人権について考えると

いうことが始まるという点では、とても良い取組なのではないかと思っていま

す。そして、今お話がありましたけれども、昨年改定された「人権文化をはぐく

むまちづくり指針」を読んで、こういうテーマにしましたという課もいくつかあ

るようで、こういう機会に改めて人権指針を各課で読んでいくということにもな

ると思うので、大変良い取組かなと私は個人的には思っております。他にご意見

ご質問ございますでしょうか。 

（須田委員挙手） 

〇深田副会長 どうぞ。 

〇須田委員 須田でございます。全部目を通させていただいたのですけれど、取組

で、傾聴や、人権ということを学ぶことは大事だと思うのです。しかし、傾聴だ

けでは先に進めないこともあると思います。４４番の介護保険課「カスタマーハ

ラスメントについて考える」というところで、市役所にクレームというか希望が

来たら、課の皆さんで共有して、不具合なところは何が原因なのかということ、

改善はどうすればできるのか、正規な要求なのだけれども、それができないのは

どこに問題があるのかということを検討していただいているのでしょうか。私の経験

ですが、課内で共有して問題解決に向けた検討をしていただけていたら、市民から何度

も同じことの問い合わせが行かないと思うのです。本来できるものを、訴えを聴

くだけで「相手が理解してくれないのでできません」とか「強制できないので

す」で終わってしまうと、「何故、できる方法を考えてくれないのだろうか」

「今迄にも事例はあったはずなのに！」と、市民は何度も、「どうしてできない

の」と、同じことを訴える。そうなると、上の人が、カスタマーハラスメントと

して受け止めるような状況になる可能性もあるのではないでしょうか。そこのと

ころを対応として考えて欲しいと思います。 

〇深田副会長 事務局の方からいかがですか。 

〇事務局（猪野） カスタマーハラスメントを学ぶということは、苦情を個人個人

がカスタマーハラスメントだと勝手に決めつけてしまうことを防ぎ、組織的にき

ちんと対応して市民の方にフィードバックしていくという形が大切だと思いま

す。実際、担当の部署は、「報告・連絡・相談等含めて風通しの良い職場風土の
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醸成が必要であると認識した」と回答しているので、こういった学びの機会とい

うのは、人権啓発として重要なことと思います。 

〇深田副会長 ありがとうございます。他にご意見ご質問ございますか。 

（ポッチャニー委員挙手） 

〇深田副会長 ポッチャニーさん、どうぞ。 

〇ポッチャニー委員 こんにちは。ポッチャニーです。送っていただいた資料を読

んでみて、本当に藤沢市は色々皆さん勉強されているなと思います。良かったで

す。この中で、どのようなことをやっているかということのほとんどが、ＤＶＤ

などを観て感想を書いて、それで終わりという感じですね。私が感じたのは、本

当に人権は一人一人違うし、考え方も違うので、１回勉強をして、それで十分か

どうかは、よくわからないですが、今取り組んでいるということは、すごく良い

ことだと思います。もう１つ、送っていただいた「保育所・認定こども園等にお

ける人権擁護のためのセルフチェックリスト」は、教育の場でどういうことを行

っているかが、細かく例も挙げられていて、大変良かったです。自分も子どもに

対してこういうことを言ったな。でもそれは自分の気持ちを押し付けるだけで、

子どもの立場から子どもの人権を考えていない。でも、それは今までずっと親が

そういう環境で育ってきたから、こう言ってしまった。これも例として、たぶん

他の人権も同じようだと思います。相手の立場で考えて答えるのは、とっても難

しいことではないかと思いますので、やはり、細かくまで勉強された方がいいの

ではないかと思います。この場でどう答えたとか、他の人がどう感じたかとい

う、対応した際の答えを聞いて、それは良くないのではないかとか、色々な人の

意見を聞き、議論を行いながら取り組んだほうが良いのではないかと思います。

以上です。 

〇深田副会長 ありがとうございます。今、ポッチャニー委員がおっしゃられたよ

うに議論をしながら、自分の考えだけではなくて、人の意見も聞きながら、みん

なで考えていくというのは、新しい視野が広がることにも繋がりますし、そうい

う意味でも良い取組かなと思っています。今の委員のお話に事務局の方から何か

ございますか。特によろしいですか。 

〇事務局（作井） ありがとうございます。皆さん各自感じたことを共有し合っ

て、考え方の違いというのを、それぞれそういう視点もあるということで、それ

もやはり多様性だと思いますので、そういった機会に繋がるような研修が広がる

ことを、上手くそういった形で進めていけるかどうかわからないのですけれど

も、ぜひ推奨をしたいと思います。 
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〇深田副会長 ありがとうございます。 

（森岡委員挙手） 

〇深田副会長 どうぞ。 

〇森岡委員 私はサラリーマン３７年やっていて、毎年人権研修が何回もあって、

多くは昔は同和だったのですね。でも、「もういいです。」みたいな感じで、

「もう何回も聞いています。」という感じで、段々広がってきていて、女性とか

ジェンダーのギャップだとか、障がい者の方とか、今見ると１２もあって、各所

属で、色々分散があって、人気があるというのはおかしいですけれども、やはり

仕事をやっていたらビジネスの人権が多いというのもあるし、子どもさんを持っ

ていたら子どもの人権もあるし、一方で、あまり関心の高くない「９ 犯罪被害者

の人権」とか、「５ 部落差別」というのは、あまり引き合いがないのかなという

ので、ここは市の当局としては、これをまんべんなくやるのか、個々所属でお任

せするのか、これが重点項目ですとか、何か指導的なメリハリというのはないの

でしょうか。 

〇事務局（作井） ありがとうございます。これまでに関しましては、各課で自発

的に取り組んでいただく研修につきましては、関心のあるもの、業務に繋がりの

あるもの等は、各課で自由に選んでいただいておりますので、特に偏りがあって

も、均一化を図るということはしておりません。ただ今後、こういった人権課題

がたくさんある中で、市として重点事業というものを明確にしていく必要もある

のではないかということで今考えておりまして、来年度は、本課の方から、市と

して今年はこれを重点的にテーマとして設定して、やっていきたいというものを

打ち出していきたいというふうに今考えております。まだ具体的に何をというの

が決まっていないのですが、考えております。 

〇深田副会長 今のお話で、重点的な課題というのは１つですか。それとも複数の

課題の中からというような感じですか。 

〇事務局（作井） 毎年１つのテーマということを想定はしております。 

〇深田副会長 そうするとそのテーマにみんな集まるということになるのがいいの

か悪いのか両方あると思いますけれど、その辺はどんな感じでお考えなのでしょ

うか。 

〇事務局（作井） 例えば、毎年人権啓発講演会というものを人権週間に合わせて

実施をしておりますので、そういった講演会のテーマとして、今年はこの講演を

行うとか、大きなテーマとしてやっていくということで、必ずしも打ち出したそ

のテーマに沿って、各課で何か取り組んでくださいというわけではありません。
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ただ、そのテーマに沿って、例えば地域の市民センターで研修をやるということ

であれば、人権と共催でやるとか、そういったことはできるかと思います。 

〇深田副会長 わかりました。 

（鳥海委員挙手） 

〇深田副会長 鳥海委員、お願いいたします。 

〇鳥海委員 人権擁護委員の鳥海と申します。私たち人権擁護委員は、藤沢市内の

幼稚園や保育園、小学校に人権出張教室といって、人権について子どもたちに考

えさせるような活動を行っております。そのために今回、保育園の取組につい

て、このチェックリストと具体的な取組結果を大変興味深く読みました。中でも

すごく参考になったのは、私たち人権擁護委員で３歳児から５歳児ぐらいの幼児

と言われる年齢層に人権について教えるのが、ものすごく大変なのですね。それ

で、いつも紙芝居などを使っているのですが、そのぐらいの年齢は、いじめは駄

目だよというのから始めていくのですけれど、その中で１７ページの明治保育園

の具体的な取組結果の最後の方に、「藤沢市のキャラクター、ふじキュンを用い

ることで、子どもの関心を持続することができた」と書いてあります。なるほ

ど、やはりこういう馴染み深いキャラクターを用いて、惹きつけるようなことと

か、その下の浜見保育園の具体的な取組結果の最後のところに「年度初めに職員

により人権標語を募り、毎月の標語を園内入口に掲示することができた」と書い

てあって、これは素晴らしいことだなと思って、ものすごく人権について前向き

に取り組んでくれていることが嬉しいなと思いました。その他の保育園でも、私

たち人権教室行くと、どうしても園児、子どもたちを中心にと考えていたのです

けれど、他の保育園ではその「保護者に向けても発信をしている」と書いてあっ

て、これは目から鱗で、やはりその子どもとそのご家庭もセットで人権について

発信していかなくてはいけないなとすごく勉強になりました。私からは以上で

す。 

〇深田副会長 ありがとうございます。私も、昨年度までは、割り当てられた分担

のところにコメントを書くということで、そこの部分ばかり一生懸命読んでい

て、全体をなかなか読んでいなかったのですけれども、今回全体を読む中で、各

保育園の取組というのは、文字から見ただけでも、相当真剣に、深い取組をして

いるなと改めて思いました。ぜひ、こうしたことを続けていっていただければと

思っています。事務局の方から、今の鳥海委員の発言について何かございます

か。 
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〇事務局（作井） ありがとうございます。保育園は本当に保育士の中で人権担当

というのを設けて、Ｄ＆Ｉ推進委員とは別に人権を啓発する活動をしております

ので、すごく参考になる内容で、私たちも勉強になっております。引き続き継続

していただければと思っております。 

〇深田副会長 ありがとうございます。 

（入沢委員挙手） 

〇深田副会長 入沢委員お願いいたします。 

〇入沢委員 入沢でございます。本年もよろしくお願いいたします。感想を申し上

げてもよろしいでしょうか。まず全体感での感想ですが、人権、ジェンダーやダ

イバーシティというテーマですと、知識、総論としては何の異論もなくても、い

ざ自分事として現実的に、身近に考えると「あ、どうすればいいのだろう？」と

戸惑うことが多いと思います。そういった中で、藤沢市がそれぞれの職務・職域

において、ご自身の職域であればどうするかを一歩身近に考えられていらっしゃ

ると拝見し、素晴らしいと思います。ぜひ継続をしていただきたいなと思いま

す。 

また、タイミング的にも非常に興味深く拝見いたしましたのが防災政策課や危

機管理課がお書きいただいていた、被災時あるいは避難所の人権保護やジェンダ

ーについてです。女性という切り口でお書きいただいていましたが、女性に関わ

らず、障がいがある方、持病がある方、お子さま、高齢者など、少数派であって

も一程度は必ずいらっしゃる、そういった方の被災・防災対応についても取組を

進めていただきたいと思いました。 

また、【効果・反省点】という欄に複数の方が「世代により全然認識が違うと

いうことに気づいた」とお書きいただいています。これは、大変重要な気づきだ

と思います。近年、人権・ダイバーシティに関する世の中の動き、変化がとても

活発です。例えば、学校教育の中でも多様性に関する授業は盛んに行われており

ます。「これが（多様性）当たり前、自然な状態だよ」と教わってきた子どもた

ちが社会に出た途端に「全然当たり前じゃない、学校で学んだあれはだったのだ

ろう。」とならないように、迎え入れる我々としては、今、学校教育、特に義務

教育の中では、どのように多様性受容が扱われているのか、知った上で、目盛り

を合わせていく必要があると思います。 

最後に、先ほど鳥海さんもおっしゃっておられましたが、保育園の取組は非常

に勉強になりました。「言われて嬉しいことってなに？言われて悲しいことって

なに？」という問いかけを園児に行うことから始めた、との報告を拝見しまし
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た。大切なのは結局そこだと思います。子供も大人も関係ありません。相手がど

う感じるかをおもんばかることが人権の基礎となると心から思いました。以上で

す。ありがとうございます。 

〇深田副会長 ありがとうございます。今、入沢委員の方から、この資料を深く読

み込んでいただいて、感想というよりは素晴らしいご指摘、ご意見をいただきま

した。お話を伺っていて、なるほどそうかと思うところがたくさんございまし

た。ありがとうございます。他に、ご意見ご質問ございますか。 

（岸本委員挙手） 

〇深田副会長 岸本委員、どうぞ。 

〇岸本委員 岸本です。先ほど深田副会長からもおっしゃられましたけれども、テ

ーマ設定を考えるというところから人権について考える取組が始まります。その

ような機会を持つことはすごく素晴らしいことだと思います。テーマを設定する

際には、自分の課に関連する業務に関わる人権課題を掘り下げるというアプロー

チもあれば、全然関わらないところから知見を広げるというアプローチもありま

すが、それぞれの課で、色々な考えの中で、広く取り組まれており、どの課の取

組にもよい点が多々あると思っています。 

昨年までは、人権協議会委員として、コメントを行う担当課の割り振りがあり

ましたので、担当課の取組について深く色々読み込んでコメントをしておりまし

た。今年度は、その委員の負荷軽減を考慮いただいて、このように全体コメント

を行うことにしていただいているのですけれども、全体についての感想を言うと

なると、どうしても抽象度が上がってしまいます。それを避けるために、その中

から取組をピックアップしてコメントをしようとすれば、何かその取り上げた課

の取組だけが素晴らしいものと受け取られてしまうのではないか、もしかしたら

他の課の良い取組が見えにくくなってしまうのかなと懸念をしております。 

本当は大変良い気づきがある取組であったとしても、コメントをコンパクトに

まとめてしまったことで、ここに表現しきれなかったようなよいところがたくさ

んあるかもしれませんし、記載いただいているものに私が気付けていないだけか

もしれません。そこに気付けなかったとしたら、もったいないことだと思いま

す。 

そのような懸念を持ちながらも、今気になったものを１つ申し上げれば、４７

番の高齢者支援課のコメントが印象に残っています。高齢者支援課が関与された

認知症に関するイベントをされたときのことが記載されているのかなと思いま

す。ご本人に登壇していただく企画をした際に「スタッフ間で何度も話し合いを
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行いました」という取組結果が記載されています。普段の業務とは別に特別に行

う取組でなくても、通常の業務の中にも人権課題に関わるものはあるはずで、そ

れをきっかけに職員間で話し合いを持たれること、それ自体もまた１つの取組に

なると、そういう取り上げ方もよいなと思いました。そして、その効果反省点を

見ますと、「昨年人権協議会委員の方にいただいた助言が改めて腑に落ちた経験

ができたと思いました。」とあります。ここは、私の担当ではありませんでした

が、きっと昨年の担当委員から良いコメントがあったのでしょう。この協議会の

存在意義を感じていただけた証しに思えて、一委員として嬉しく思っています。 

今回の各委員からの感想も、各課の職員の皆様に来年どのように引き継いでい

ただけるのか、仮に委員からのコメントに取り上げられなかった課があったとし

ても、そのままスルーされてしまったように受け止められてしまうことがなけれ

ばいいなと思いました。以上でございます。 

〇深田副会長 ありがとうございます。私は気がつきませんでしたが今の４７番の

ところの人権協議会委員の助言が腑に落ちたという記述、私もこの課の担当では

ありませんでしたが、きっと良いコメントが寄せられたのだろうなと思いまし

た。今回は事務局の方で、私たちのそれぞれの意見や感想等をうまくまとめてい

ただいて、また各課にフィードバックしていただければと思います。他にご意見

やご質問ございますか。 

（ポッチャニー委員挙手） 

〇深田副会長 どうぞ。 

〇ポッチャニー委員 入沢さんのお話で思い出しました。地震のとき、何かあった

とき、どうすればいいかということは、外国人にとっては、なかなか難しいこと

です。今、石川県のニュースを毎日見ています。その中でやはり外国人に言って

も何でもできないという先入観は少し置いておいてもらいたいです。外国人にも

できることがあります。もし避難所に外国人が行っても、一人の人として仕事を

与えてもらえることがすごく嬉しいことなのです。ただ、助けてもらうだけでは

なく、自分の価値を誰かにわかってもらいたい。言葉はわからなくても、何かで

きることがあればいいということを皆さんに知ってほしいです。外国人は助けを

求めているわけではなく、外国人は皆さんに１人の人間、実力のある人として認

めてほしいのです。 

〇深田副会長 ありがとうございます。確かに災害の場合、外国の方だけではなく

て、様々なマイノリティの方々に、どうやって情報を的確に伝えていくか、情報

さえあれば、自分はこれができますという方がいらっしゃると思うのですね。で
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すから、情報の伝え方というのは、日頃から考えておかないといけない大きな課

題の１つなのかなというふうに思います。他に何かご意見ございますか。感想で

も結構ですが。 

〇深田副会長 ありがとうございます。他にご意見ないようでしたら、議題２に移

りたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは議題の２番目、人権デュ

ー・ディリジェンス研修に移りたいと思います。事務局からお願いいたします。 

〇事務局（作井） 本日は、人権デュー・ディリジェンスに先進的に取り組んでお

られます日本航空株式会社人財戦略部人材戦略グループの関剛彦様に、大変お忙

しい中、お越しいただきました。人権デュー・ディリジェンスとはどのようなも

のなのかについてご講義をいただきたいと思います。それでは、大変お待たせし

て申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

〇関氏 ただいまご紹介いただきました日本航空人財戦略部の関と申します。本日

はよろしくお願いいたします。本日、人権デュー・ディリジェンスについての研

修ということでお話しますけれども、これは元々、藤沢市様の職員の皆様宛の研

修ということで、昨年、合計３回、計６時間で研修をさせていただきました。そ

のときのものを、今日は１時間弱でお話ができるようにということでコンパクト

にしているものです。というわけで、大分駆け足になりますがご容赦ください。

それから、私は、今日は日本航空という一民間企業における人権デュー・ディリ

ジェンスの実践ということでお話をいたしますので、いわゆる人権デュー・ディ

リジェンスの普遍的なというか、ごく一般的なものというよりは、多少当社寄り

のものもございますので、１つの企業の実践例だということで、お聞きいただけ

ればありがたいなというふうに思います。私の自己紹介の最初に載せましたが、

今日は時間もないので詳しくは申し上げませんが、会社に入ってから、大体キャ

リアの半分ぐらいがいわゆる人事回りの仕事をしてきたものでございます。ここ

最近６年ぐらいこのビジネスと人権の領域についても携わっているところでござ

います。本日お話する内容なのですけれども、人権デュー・ディリジェンスの基

礎というところから、人権デュー・ディリジェンスの実際の内容ということを主

な柱としたいと思います。この人権デュー・ディリジェンスのお話をするにあた

って、大変恐縮ではあるのですが、僭越ながら、基礎となる部分の大きな枠組み

の話をさせていただいた上で、その枠組みの中にある人権デュー・ディリジェン

スというのはこういうものであって、一企業の中でこれをやるとこんな形になり

ますよと、こんな建付けでお話をできればなというふうに思っています。時間が

許せば、企業における枠組みでの人権デュー・ディリジェンスというものを行政
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に当てはめた場合には、どういうふうに見えてくるのかということがお話できれ

ばというふうに思っております。では内容に入ってまいります。まず、人権デュ

ー・ディリジェンスの基礎というところですね。もしかすると、もう十分ご存知

のこともあるかもしれませんが、デュー・デリジェンス、あるいはデュー・ディ

リジェンスというふうに言われる言葉が何なのかというところから簡単にお話し

たいと思いますが、デュー・ディリジェンスといいますと、企業にいる私として

はというよりも、日本航空という会社にいる私としては、この言葉は少し別の印

象がございます。というのは、これは２００９年の週刊誌の記事を拝借している

のですけれども、日本航空は、今からちょうど１３年前の１月１９日に経営破綻

をいたしまして、それの直前でかなり企業の状態が悪かったときの記事なのです

けれども、このときにこんな記事が出ていたのです。企業再生支援機構が、再生

支援ということで入ってくれていたのですけれども、その際にＪＡＬに対してデ

ュー・ディリジェンスを実施しますということで、このところでは、資産担保評

価なんていうことで括弧書きがされているわけです。私もこの人権デュー・ディ

リジェンスに関わる前は、デュー・ディリジェンスとこういうようなもの、企業

に対する調査、資産担保評価みたいなもののイメージがあったわけなのですけれ

ども、昨今ではこのデュー・ディリジェンスというものが、ビジネスの人権の領

域において、人権に対するデュー・ディリジェンスというふうに使われるように

なってきているということです。では、デュー・ディリジェンスとは何なのかと

いうことなのですけれども、例えば、今でもデュー・ディリジェンスというと証

券会社などの解説が載っていて、色々なことを中身がどうであるかというのを調

査するというような内容で書いてあります。適正な評価とか、そのような言葉が

見えてくるわけです。辞書まで紐解きますと、「デュー」というのは当然なされ

るべき行為で「ディリジェンス」いうのは勤勉とか精勤なんていう言い方になっ

て、これが２つくっつくと、デューなディリジェンスと。適切に確認をしていく

ような、そういうものです。なので、人権のデュー・ディリジェンスといえば、

人権にまつわることをしっかりとやっているのか見ていくというようなそんな言

葉というふうになるのかなということで、後でどういうふうな手順でやっている

のかというのはお話しますが、言葉としてはこんなものですということで、まず

押さえていただければと思います。この話をするにあたって、まず押さえておき

たいのが、国際的な人権基準というものであります。唐突なのですが、こんなも

のを持ってきています。企業が活動するにあたって、それぞれの地域における基

準。概ね国の法律などが念頭に置かれると思いますけれども、それだけを守って
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いれば人権が守れるのかどうかということに関する少し参考となる概念で持って

きています。今、映していますのが認定ＮＰО法人虹色ダイバーシティというと

ころが作られたものなのですけれども、これは性的指向に関する世界地図という

ことで載っています。世界地図には色分けがなされていまして、青のところがい

くつかと、例えば黄色のところだとか赤いところとか色分けがあります。これは

同性愛とか同性婚に対する国の立場というものを色分けしているものです。出典

が数年前なので、全くの最新ではないかもしれませんが、例えば青いところであ

れば当然パートナーとして、婚姻ができますよとか、そういう権利が認められて

いるということになりますが、他方、黄色で描かれているところについては、事

実上の違法というふうにされているだとか、例えば茶色のところだと死刑という

ことで出ているということです。例えば、当社ですけれども、社員はもとよりお

客様であるとかステークホルダーに対しても、人権を尊重するということを言っ

ているわけですけれども、日本はグレーで書いてあって特にポジティブでもネガ

ティブでもないみたいな位置づけになっていますが、日本ではあまり意識はされ

ないのですけれども、日本航空グループはあちこちに飛行機を飛ばしていて、そ

れぞれのところの事業所がございます。それぞれの場所の法律にのっとってやっ

てくださいということだけ言っていますと、全体を通して、同じ基準でもって人

権のポリシーなどを通すことができない。例えばこの分野においては、こんなこ

とがあります。私ども今年、中東にも飛行機を飛ばすなんてことになりますと、

こういう色合いのところもございますので、企業が人権、特にこのグローバルに

活動しようとしているときに、考えなければならないのは、自国の法律だけでは

なくて、やはり世界的に認められた人権基準というものを相手にしていかなけれ

ばいけないのです。ということで導入ということで、こんな話題を触れました。

概ね多くの企業が参照している人権に関する基準にはどんなものがあるかという

のをざっと見ていきたいと思います。最初にあげていますのが世界人権宣言で

す。これはもう皆さんお詳しいと思いますので、細かいことは申し上げません

が、１９４８年の第二次世界大戦後の国連総会での採択ということで、やはり戦

争の惨禍の後に、こういったものが国際的にまず掲げられたということでありま

す。中身は今日配布をしていただいているかと思いますけれども、中にも人権宣

言の細かい条項は全部で３０条あると思いますけれども、それについてそれぞれ

市民的、文化的あるいは、経済的、政治的または社会的権利それぞれの分野ごと

に記載してございますので、ご参照していただければなというふうに思います。

お手元の方にも、この世界人権宣言の細かい条項レベルで並べていますのでこん
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なものがあるのだということでおさらいしていただければなというふうに思いま

す。その次、国際人権章典というふうに言っていますけれども、これ世界人権宣

言を先に掲げていて、この世界人権宣言を含む、これを実際に実行していくため

の国際規約とか議定書などをセットにした場合には国際人権章典ということで、

言われていますよということで、皆様、もしご興味があれば民間の多くの企業が

人権方針というものを掲げていたりしますけれども、その人権方針の中でどうい

った世界的な人権を尊重するかという書き方がされていますが、おそらく多くの

企業が、国際人権章典を参照しますというふうに言っているところがあると思い

ますが、その所以は、先ほどの世界人権宣言を含む形でパッケージで語っている

からだと思いますけれども、これを参照しますというふうに書かれているケース

もあります。当社もそうです。今の世界人権宣言なども申し上げましたけれど

も、その他に企業側がよく参照している世界的な基準としては、例えば、労働分

野については、労働における基本的原則および権利に関するＩLО宣言、この辺り

をちゃんと見ていきますということでございます。ここも馴染みのある方とない

方いらっしゃるかもしれませんけれども、このILО宣言の中では、労働における

基本的な原則および権利ということで、例えば結社の自由とか団体交渉権の承

認、強制労働の廃止、児童労働の撤廃、あとは雇用職業における差別の排除、こ

ういったものを尊重しますと言っていますけれども、これも世界的な人権基準の

１つとして取り扱われることが多くて、弊社もこれを参照しているという形にな

っています。それからあと２つほどご紹介しますが、他には国連のグローバル・

コンパクトというものを参照するケースがあります。国連グローバル・コンパク

トは今から２０年ほど前に、国連の事務総長のコフィー・アナンさんが当時、グ

ローバルに活動する企業が引き起こす人権問題について問題視をする中で、世界

的な活動をする企業も巻き込む形で取組をしましょうということで掲げられたも

のです。具体的な企業名は伏せますけれども、１９９０年代に世界的なスポーツ

用品のメーカーなどが、アメリカを中心とした企業ですけれども、その工場が東

南アジアにあって、その委託先のような形になりますが、そこで強制労働などが

なされているということで大変な問題になりまして、そういったものが１つの例

ですけれども、国際的に活動する企業が自国から離れたところで人権侵害に関わ

っているなんていうケースがあるので、やはりグローバルに活動する企業におい

て人権の尊重というのを知っていかないと、世界的なレベルでの人権尊重が進ま

ないと、そういう課題感でこういう取組がされた。この取組そのものは４分野に

わたっての宣言になっているのですけれども、人権の領域については、そのうち
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の２分野です。２分野に及ぶ６原則というのを抜き出しています。例えば人権の

ところについて言うと、「企業は国際的に宣言されている人権の保護を支持・尊

重すべきである」と今までご紹介してきたような人権を尊重するように企業に求

めますよとこんなことが書いてあったり、労働の部分は見ていただきますと、結

社の自由の話だとか、強制労働の撤廃とか、児童労働の廃止だとか、ちょうど１

つ前にご紹介したＩLОの宣言を受けるような形で原則が載っている。このあたり

も、企業はよく参照しています。ここまでが、グローバル・コンパクトというも

ののご紹介だったのですけれども、今一番、企業が参照している基準というもの

が次のページにあるものです。同じ国連が出している「ビジネスと人権に関する

指導原則」というものがございます。これが今、事実上のグローバルスタンダー

ドというふうな形で言われることが多いのですけれども、こちらを参照するとい

うことが多くなっているかなと思います。ビジネスと人権に関する指導原則とい

うものについては、２０１１年に国連で採択がされたもので、３つの柱からなる

というものでございます。それで１つは国家が人権を保護するためになすべき国

家による義務というものと、２つ目の柱として掲げられているのが、企業が人権

を尊重するためになすべきこということです。３つ目が救済です。実際に人権に

対する負の影響を後でご説明いたしますけれども、それが生じた際の救済という

ものを、それぞれの主体が果たしていかなければならないというようなことが書

かれているものでございます。ビジネスと人権に関する指導原則ということで今

申し上げた３つの柱というのがこちらでございます。国家の義務と企業の責任と

救済の３つに関する内容がこの指導原則に入っています。今、私たちもそうなの

ですけれども、企業側はこの人権を尊重する企業の責任というところで掲げられ

ている３つの大きな取組をやっているということになります。その１つが人権を

尊重するコミットメントということなので、世間に対してのお約束をまずしま

す。２つ目に今日の話の中心ですけれども、人権デュー・ディリジェンスという

ものを実施します。３つ目は救済のメカニズムを構築します。この３つが企業に

求められるよということなのでこれに沿ってやっていると、こういうものでござ

います。ここは今日時間があまりないので割愛したいと思いますが、世界的なも

のですね。先ほどの世界人権宣言あるいは国際人権章典が始まって、いくつかの

階層にわかれて、世界的な基準というものがあって、今こういうような体系で世

界的には人権に関するアクションが取られているということでございます。で

は、日本の取組というところをざっとご覧いただこうと思います。先ほどご説明

したビジネスと人権に関する指導原則、これは２０１１年に国連で採択がなされ
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ていますけれども、日本国内における取組はやや遅れておりまして、ビジネスと

人権に関する行動計画というものを、国別に定めるということが言われていたの

ですけれども、日本における行動計画はいつできたのかというと２０２０年で

す。コロナ禍ぐらいになってようやくこれが策定されましたということで、世界

的に見るとやや遅いのかなというところであります。行動計画自体は、例えば外

務省などがパンフレットをまとめておりますので、こういったものが皆さん普通

にインターネット上でアクセスできますので、ご興味があれば見ていただければ

いいかなというふうに思いますが、国としてはこういったことを進めていきます

よということであります。その中に人権を尊重する企業の責任を国としても促し

ていきますということが書かれています。これらを受けてですね２０２２年、２

年前の９月ですけれども、経済産業省の方から人権尊重のためのガイドラインと

いうものがあって、その中で具体的にデュー・ディリジェンスはこういうふうに

やっていったらいいよと、こういったものがようやく示されてきているというの

が日本の状況でございます。この辺りが２２年位に出てきていますので、インタ

ーネット上で企業の人権方針などを調べていただくと、この数年で人権方針を作

った企業というのが多く出てきます。こういう国全体の流れを受けてのそういう

潮流だということで、ご認識いただけるといいかなというふうに思います。それ

から、海外の動向と日本企業の対応ということで参考までにお伝えします。日本

は２０２０年にようやく行動計画が出ましたけれども、欧米を中心に人権を守る

ための法律の整備みたいなものが進んできています。例えばイギリスでは２０１

５年にイギリス英国現代奴隷法なんて法律が制定をされまして、イギリスで事業

を行っている一定以上の規模の企業に対しては、自社のサプライチェーン上の人

権リスクを認識して、それをきちんと対処するという声明を出しなさいという法

律を作っている。それ以外にも、フランスやオランダなどでもデュー・ディリジ

ェンスに関する法律だったり、あとオーストラリアはイギリスと同じような建付

けの現代奴隷法というものを最近作ったということであります。こういったもの

が世界では先に法制化されてきているということです。当社もロンドンに飛行機

を飛ばしている関係で、イギリスの現代奴隷法に対応する形での声明文というも

のを２０１７年度から出しています。こちらもインターネット上にございますの

で、もしご興味があれば、ご覧いただければと思います。今、人身取引とか現代

奴隷というお話が少し出ましたけれども、簡単にお伝えしたいと思います。先ほ

どの現代奴隷法などは現代奴隷をしっかりと防ぎましょうということで言ってい

ますけれども、現代奴隷あるいは現代奴隷の一形態としての人身取引とはどうい
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ったものかということであります。例えば人身取引という言葉は、ここに定義が

ありますけれども、ある目的があって、手段を取って、ある行為に及んだ場合に

人身取引となります。例えば売春を目的として、人を脅迫して誰かに引き渡しま

したみたいなことだと、これは自身取引ですということです。これが売春だった

り臓器売買が目的だったりとか色々あるかもしれませんが、こういったものが人

身取引ですと。こういったものの被害者というのが、現代奴隷ということになる

わけです。昔の歴史上の足かせをはめられたような奴隷とは少し見た目は違うけ

れども、実際にはこの自由がきかない形で強制労働の犠牲になっているだとか、

先ほどの人身取引の犠牲になったような方のことを現代奴隷だと言っていて、欧

米の各国は、こういったものをなくしていこうということを法律を作ってやって

いると、それに日本企業も今関わっているんだとこういうようなことがあります

よということです。ここまでが大変駆け足でお聞き苦しかったと思いますけれど

も、こういう国際的な動きを受けて、今、日本の企業はこんなことをやっていま

すよということを少しここからはゆっくりとお伝えできればと思います。あのよ

うな国際的な流れがあるのだなということを少し頭の片隅に置いていただければ

と思います。まず思い出していただきたいのですけれども、先ほど国際的な基準

の中で一番最近のものとして、国連のビジネスと人権に関する指導原則というも

のがありますということをお伝えしました。その指導原則には企業がやってほし

いと言われていることが３つ含まれていたわけですけれども、そのうちの１番目

が、人権を尊重するコミットメントだと言っています。指導原則の中では、何で

もかんでもコミットすればいいのではなくて、どういう形のコミットメントがい

いかというのが記載されていて、例えば企業の最上級レベルで承認がなされてい

る。私は企業の中では人権の担当ということになっていますけれども、私がコミ

ットメントしたのでは足りません。社長とか取締役とかしっかりとした人がきち

んと承認しているものが必要であるとか、また一般に公開されていて、誰でもア

クセスができますよとか、あとはこれを定着させるために事業方針の中に反映さ

れているとか、いくつかの要件があります。こういった要件を満たすしっかりと

したコミットメントをまず企業はしてくださいと、こういうふうに言われている

わけです。当社も２０１９年に、このＪＡＬグループ人権方針というものを定め

ました。公開もされていますので、もしご興味があれば、これもインターネット

上でも見られますので見ていただければと思います。当社の人権方針は、要約す

るとこんな内容を含んでいます。国際的に認められた人権の尊重をしているのだ

ということであったりとか、私たちが目指すこと、私たちが責任を果たそうとし
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ている範囲はどこでどんな取組をしているのかとかですね。あるいは航空会社と

いう性質上、我々にとって特徴的な内容は何なのか、こんなことが含まれていま

す。実際人権を尊重する手段とはどんなものがあるのだということで、人権デュ

ー・ディリジェンスの実施と、あとは苦情処理の窓口というのをしっかりと設け

ますよ。また、社会との対話を行っていきます、こういったことを人権方針とい

うことでコミットしているということになっています。ようやく今日のメインの

テーマでありますけれども、人権デュー・ディリジェンスというのは、どんなも

のなのかということでございます。これは指導原則の中の２番目の柱でありま

す。企業は人権を尊重するために、人権デュー・ディリジェンスをやりなさいと

言われている。そのデュー・ディリジェンスですね。デュー・ディリジェンスと

は何なのかということなのですけれども、一番端的に申し上げると「プロセス」

なのです。人権デュー・ディリジェンスとは何ですかといったらプロセスを言っ

ています。どういうプロセスなのかというと、人権の負の影響を特定して、それ

を防止して、あるいは軽減して、どのように対処するかという責任を持つための

一連のプロセスのことを言うとされています。何となくわかるようなわからない

ようなという感じかもしれませんけれども、まず、人権に対しては、負の影響と

いうのは何なのかを、まず特定をしないと始まらない。特定をしたら、それは当

然特定されたのだから、防ぐか、あるいは完全に防げないとしても軽減させると

いうことが必要ですよねと。これをプロセスだというふうに思っていただければ

と思います。このあたりの話が指導原則の中に、少し難しい表現で書かれている

ということになります。少し表現を変えます。指導原則の原文を見ていただくと

こんなふうに書いてありますが、人権侵害等の特定と評価をすべきである、ある

いは人権侵害等の防止と軽減をすべきであると。取り組んだらば、その実行性を

きちんと評価すべきである。それで、そこまでやったことをきちんと情報開示す

べきだと、こういうことが言われています。これら一連のプロセスのことをデュ

ー・ディリジェンスだと言っているということです。先ほど、「人権に対する負

の影響」と言いました。人権の侵害というのは、恐らく皆さんこの協議会の中で

もよく使われる表現だと思うのですけれども、この指導原則の中では「人権の負

の影響」という表現がされています。「人権に対する負の影響」なのですけれど

も、いくつか類型があるというふうにされていて、３つあります。１つは、直接

的に人権に対する負の影響を引き起こしているケースです。これを「コーズ」と

言います。助長するということで「コントリビュート」というような言い方がご

ざいます。それから、結びつくことということで、「リンケージ」といいます。
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この３つの類型を取った人権に対してよろしくないこと。これが人権に対する負

の影響だとなっています。どういうことなのかと言うと、この言葉だけだと大変

わかりづらいのですけれども、これは法務省の資料から拝借していますが、人権

に対しての負の影響というのは、こういう形態をとるのではないかということ

で、３つ示されているわけです。「コーズ」は一番わかりやすいです。直接引き

起こします。例えば、企業の中で上司が部下にパワハラを働きましたというケー

スですね。これは、企業が従業員にある被害者に対して、人権を侵害していま

す。直接引き起こしていますということで、一番シンプルです。恐らく今までの

色々な人権に関することを考える際に、すぐ浮かぶことだと思うのです。直接引

き起こす。このビジネスと人権を考える上では、ここだけではちょっと不十分で

すよというふうに今なってきていて、「コントリビュート」とか「リンケー

ジ」、こういったものまで、きちんと視野を広げていきましょうというふうにな

っています。では、コントリビュートとは何ですかというところなのですけれど

も、これは、企業は直接被害者に対する人権を侵害していません。ただ、関係し

ている企業のアクションが、最終的に被害者の人権侵害を助長する形になってい

る場合。少しわかりづらいと思うのですけれども、例えば、ある企業が別の企業

に物を発注しました。ただその発注をして、発注の内容を納期ギリギリのところ

で急に変えてきたと。こんなケースが起きたことを例示がされているので、お伝

えしますと、そうするとこのサプライヤーの企業で何が起こるかというと、従業

員に対して、申し訳ないけれども、これから明日の朝まで徹夜でこれを納期に間

に合わせるために作業してくださいということで、このサプライヤーの中の社員

の方が、例えばですけれども、長時間労働にさらされるということが起こるわけ

です。そうすると、この企業から見たら、企業はこの被害者に対して直接何もし

ていません。ただこの企業がサプライヤーであるこの企業に対して無茶ぶりをし

たことで、結果的にこの方の人権が侵害されるというような形態です。これがコ

ントリビュートという形態となっています。これもいけないよと。企業はこうい

うことを通じての人権侵害もやってはいけないというふうになるわけですね。そ

れからこちらが「リンケージ」ということで結びつきということなのですけれど

も、これは実際に企業は直接的にはやってないのですけれども、自社の製品とか

サービスが結果的に人権侵害と結び付いてしまっているようなケースというもの

を言っています。昨年来、非常に話題になったケースで申し上げると、例えばで

すけれども、ある企業が広告代理店に依頼して広告を作ってほしいということを

したとします。その広告代理店からまた芸能事務所にいって、その芸能事務所の
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タレントを使ってＣМが出てきました、とこういうような関係性があったとしま

す。その際にこの芸能事務所が悪いことをしていて、その所属タレントが人権侵

害の犠牲になったとします。それで出来上がったＣМが、この企業から見たとき

には、人権侵害と結びつきがありますよねというような考え方です。これに対し

ても、企業の人権に対する負の影響に結びついているということで、これも視野

に入れなければならないよというようなお話であります。色々な形態があるもの

の、こういうことが起こっていないかというのをきちんと見つけに行って、見つ

かったら対処しましょうね、というのが人権デュー・ディリジェンスということ

になります。当社も大変この辺の関係性がわかりづらいものですから、社内で研

修をする際には、例えばこんな話を以前はしていたということであります。私た

ちの自分の会社の社員に対して「自分は人権侵害しているという自覚がある人は

いますか」というようなことを投げかけるのですけれども、当然誰も「人権侵害

なんかしていません」と言うのですけれども、例えばですが、これは東南アジア

で操業している漁船の写真でありますけれども、よく国際的な人権団体などのレ

ポートを見ていると、この漁船の操業に伴って、一部の漁船の中では人権侵害が

されていると。例えば、操業中に怪我をした乗組員の人に、適切な処置をするこ

となく、例えば海に投げ捨ててしまうような極めて重大な人権侵害が起こってい

るとされています。この船が仮にエビをとっていたとして、そのエビが回り回っ

て日本航空の機内食に使われたらどうでしょうか、というようなことを言ってい

るのです。これまさにリンケージの関係になりますけれども、こういうことまで

今は考えなければならないのだよね、ということを社内的には伝えているところ

です。これはご参考までです。デュー・ディリジェンスはそういうプロセスです

よということなので、社内的にはこの一連のプロセスを回すための規定というも

のを設けています。ここにプロセスが書いてあります。少し大きくしたものが次

のページで、こちらです。一番上から、人権方針を作って、それ以降の流れとい

うふうになっています。人権方針自体は、一度作るとそんなに中身を変えません

ので、一応概念的には、最初に方針を作って、その後プロセスを回していくよと

いう形になっていますが、実態としては、この２番目以降のプロセスを毎年回し

ているということになります。上から、どういうふうにしているかというと、人

権に関するリスク調査をして、そのリスク調査の中からリスク評価をして、どの

ようなことを取り組まなければいけないのかということをピックアップしてい

く。そのピックアップされた課題に対して、有識者との対話などを通じて、妥当

性を確認した後、マネジメント・レビューという会社のトップとの確認を経て、
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取組項目を決めて取り組んでいく。取組をした後は、それがしっかりとできてい

たのかというのをチェックした上で、最終的には、社内外への報告をしますよと

いうことで、少し前にご紹介したような指導原則で求められている内容を実現す

るようなプロセスを、当社ではやっているということになります。今、一連のプ

ロセスを申し上げましたけれども、それがどういうふうになされているのかとい

うのを、これからごく簡単にお伝えしたいと思います。人権方針は、基本的には

毎年改定するようなものではありませんけれども、もし改定する必要があれば、

適時改定をしています。例えば、私どもは２０１９年８月に人権方針の最初のも

のを作りましたけれども、軽微なものですが、１年半前に少し文言を足さなけれ

ばならないということで改定をしています。それから、２つ目のプロセスの中に

あります「人権のリスク調査」というものがあります。これ毎年やっています。

リスク調査は、２つの軸でリスクをはかっていきます。このまず縦の軸が、起こ

ったときの影響度合いです。人権に関するよろしくないことが起きたときに、ど

の程度のインパクトがあるのかということです。それから、横の軸がその発生の

頻度です。今日にでも起きてしまうようなことなのか、数年に一遍なのか、１０

年に一遍なのか、数十年に一遍なのか。こういうふうに分けています。当然、影

響度が高くて起こりやすいものであれば、ハイリスクですよね、というようなこ

とでやっています。実際にはそういう形でリスクを挙げて、中身を評価して取組

課題を見つけていくのですけれども、２２年度の調査では、各組織からリスクだ

と考えるものとして挙がってきたのが、日本航空全体で４００件ぐらいありまし

た。４００件のリスクに対して、先ほどお示しした、ハイリスクであると、こう

いう領域に入るのではなかろうかということを、各組織が指摘してきたのが７０

件でした。それに対して、最終的には私の部門も含めてですけれども、主管する

部門ということになりますので、精査して１０件に絞っています。こういうよう

なプロセスをたどっています。大変わかりづらい話をするのですけれども、リス

クの調査をした結果あぶり出されたリスクと、以前から取り組んでいたリスクに

対する改善項目に対して、引き続きすべきかどうかというチェックもあわせてや

っています。ですので、２３年度に何を取り組むべきかということについては、

１つは２０２０年度中にリスク調査というものをやって、どういったリスクがあ

るのかという観点で決めていくということと、２０２１年度に、これは２０２２

年度に取り組むぞといって実際に取り組んでいるもののうち、引き続き２３年度

もやらなければならないよねという項目をチェックするという形でも、取組項目

としての内容をチェックする、こういうような流れが２つあります。これは２２
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年度に実際に私たちが取り組んだ重点項目なのですけれども、これに対して、実

際どこまで進捗しているのかというのを、それぞれについて細かく確認をしまし

た。基本的にはまだ道半ばですねと言って、多くのものが、そのまま２３年度の

取組になっていくということになります。今、大変わかりづらいこと言いました

けれども、リスク評価によって取り組むべき課題を出すというプロセスと、前の

年度から取り組んでいるものに対して、継続をすべきものは何か、あるいは終了

して良いものは何かというものを２つ合わせて、最終的に、次の年度に実施すべ

き重点項目というものを決めていくということになります。今の２つのプロセス

を経て、２３年度に実際に取り組んできたものというのが、全部で１０項目とい

うふうになりました。細かいので、全部は申し上げませんが、例えばサプライチ

ェーン上における人権尊重の確認行為をしましょうであるとか、ハラスメントの

防止をしましょう、とかですね、あるいは少し下の方にありますが、対外発信物

による人権侵害の防止をしましょうとか、こういったものを全部で１０件に絞っ

て、会社として取り組んだということになります。それで一連の取組に対して

は、担当する役員が、社長に対して報告書のような形で報告をしっかりと上げて

います。１つは前の年度から取り組んでいるものに対しての確認と、新たに次の

年度に取り組むべき項目の内容が妥当であるかというのを社長が確認をするとい

う場があります。最終的には会社でいくつか正式な会議がありますので、この会

議の中で上程をして、どれを取り組んでいくのかというのを決めていくというプ

ロセスを経ています。最終的に、今のような一連のプロセスで、何に対して取り

組んでいくのか、そしてその取組結果はどうであったのかというものを対外的に

このような形で発信していく。１つは統合報告書と呼ばれるようなものだった

り、企業サイトだったり、このような形で、実際に世間に対しても開示している

ということになります。この統合報告書の中では、今申し上げたような内容を特

集で取り上げていますので、皆様もご興味があれば、ご覧いただければなという

ふうに思います。最後に、もう一度だけ申し上げると、指導原則というもので３

つの取組が求められるよということで、１つ目がコミットメントで、２つ目が今

まで話してきたデュー・ディリジェンスという一連のプロセス、３つ目は救済へ

のアクセスということです。これは実際に人権に対する負の影響、その被害な

り、影響を受けている方から申し出があった場合には、それを処理していくとい

うものです。「実際に生じた人権の負の影響に対する救済の仕組み」という言い

方をしています。これは私たちの主なステークホルダーとして、お客様だった

り、サプライヤーだったり、あるいは自社の社員に対して窓口を設けて、これら
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のステークホルダーから、何らか申し出があった場合に対応していくということ

をしています。お客様であれば、これは人権に限ったものではありませんけれど

も、当社に対して何らかのコメントがある場合はここにお寄せくださいというこ

とでやっています。航空運送をやっていますので、搭乗に際してこんなことがあ

った、それはクレームのような形で来るかもしれませんけれども、その中に人権

の取り扱い上まずいなというものがあれば、ここを起点として対処していくとい

うことになります。それからサプライヤーですね。私たちに物を納めていただく

サプライヤーの従業員の方が、何らか人権に対するよろしくない状況にあるとい

うことであれば、そのサプライヤーの社員の方が直接私どもに通報ができるとい

う仕組みをとっています。これは皆さん疑問に思われるかもしれませんが、本来

的には、そのサプライヤーの社内で解決ができれば良いと思うのですけれども、

例えばその会社の中で言ってももうしょうがない、その会社の中で相談の窓口も

ないと、そういうようなケースに関しては、例えば、私たちのサプライヤーのＡ

社に勤める方が、直接私たちのホットラインに電話するということも今できるよ

うに、通報があれば、私たちを含む社内関係部署で内容を確認して、サプライヤ

ーに対して必要があれば、是正に対する依頼などをしながら、最終的には通報し

てもらった方に、そのフィードバックをするという一連の流れを設けているとい

うことであります。あとは社員向けです。社員向けは、例えば、いくつかホット

ラインがあって、セクハラがあったよとかパワハラがあったよとかですね、そう

いうものだとか、よろず相談窓口みたいな形でありますのでこういったものを通

じて、声を拾えるようにしているということです。これら窓口に来た声を受け

て、アクションするということで、苦情処理の対応というのを整えているという

ことになっています。かけ足でわかりづらい部分も多かったかもしれませんが、

企業に求められているもの、デュー・ディリジェンスを中心としたものですけれ

どもこういったものを企業の中で実施しようとして、当社の場合は、今ご紹介し

たような形で、対応しているということでありました。最後に、藤沢市事業を事

例とした人権デュー・ディリジェンスの実践ということで、今申し上げたような

コミットメントとか、デュー・ディリジェンスとか、あるいは救済というような

ことに当てはめるとすれば、皆様の活動がどこに当てはまるのかなということで

書いてみているのがこちらでございます。やはりこの藤沢市の皆さんにとっての

コミットメントにあたるものというのは、人権施策の推進指針ということになろ

うかと思います。私も中身を拝見していまして、非常に多岐にわたる内容で、そ

れこそ世界人権宣言のところの記述も含め、それから具体的な取組を含めて、記
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載をいただいているものですので、いわゆるこれが先ほどの枠組みでいうところ

のコミットメントに当たるのだろうなというふうに思っております。それからス

テークホルダーとの対話とか課題の把握というところで言うと、まさにふじさわ

人権協議会の場もそうだと思います。皆様の意見をされる場ですので、これ自体

もこの対話や課題の把握ということになると思いますし、あるいは人権に関する

市民意識調査などもしていらっしゃるということで、これは広い意味で言うと、

デュー・ディリジェンスの一端を担うような形になっているのかなというふうに

思っています。それから、人権擁護の仕組みですね。人権擁護委員の皆様のご活

躍というのは、まさにこの人権擁護の仕組みそのものであると思いますし、ある

いは市単独ではないと思いますけれども、中央省庁と一緒になって取り組んでい

らっしゃる。藤沢市のウェブサイトに行くと、ご案内があるということで、こう

いう窓口もきちんと捉えていると。これは人権擁護の仕組みに当たるのだろうな

というふうに思っております。こういう仕組みがしっかりと整えられている中

で、人権の負の影響はどのように把握して課題を特定していくるのかというとこ

ろなのですけれども、実際に指針を拝見しますと、先ほどの第１議案の中で触れ

られたものと重なるかもしれませんが、実際にはこの指針の中にこういう課題が

あるということで取り組んでいらっしゃるということで、この藤沢市の事業の中

で、この場であったりだとか意識調査であるとか、こういったものを総合して、

人権課題を特定して、今こういったものに関して今取り組んでいらっしゃるとい

うことなのかなと思います。ですので、企業側は先ほど申し上げたようなコミッ

トメント、デュー・ディリジェンス、それから救済の窓口というような３つの柱

でやっていますけれども、行政の取組も同じように整理ができるのではないかな

というふうに思いましたので、僭越ながら、このような形でまとめさせていただ

いています。今日、ご紹介したいなと思っている内容は、以上であります。残り

の時間の許す範囲で、質疑応答ということでお受けしたいと思いますので、ご質

問などあればお願いいたします。 

〇深田副会長 関さん、ありがとうございました。世界人権宣言が国連で採択され

て７５年、そして２１世紀は人権の世紀だと期待されて、既に２１世紀も四半世

紀になろうとしています。今、お話を伺っていて、そうした中で、過去において

は、企業にとって人権はリスクであると。人権問題が起きると、企業の活動に支

障が出る、あるいは企業が批判を受けるというようなところから、人権を守る、

人権侵害を起こさないのは、企業の責任・責務であるというふうに、少しずつ考

え方が変わってきているのかなというふうに感じながら、お話を伺っていまし
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た。皆さんの方から、関さんの方にご質問等あれば、お受けくださるということ

ですので、ご質問のある方いらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。 

（岸本委員挙手） 

〇岸本委員 岸本と申します。この度は、人権デュー・ディリジェンスに関して、

大変勉強になりました。ありがとうございました。自分、自社が直接人権侵害を

しなければいいという考え方ではなくて、目に見えなくても、取引の繋がりのあ

る先で人権侵害があるようなことがあれば、それについても責任が生じるという

リンケージという考え方は大変勉強になりました。そのような目に見えないつな

がりのある先で人権侵害が行われていないかをデュー・ディリジェンスで見える

化する対応が必要だということですね。 

御社の人権方針を改定され、相談窓口にサプライヤーを追記されたもの、リン

ケージの考え方からきたものと理解しております。ただ、先ほどのご解説でもあ

りましたとおり、サプライヤーの問題はサプライヤーの中で解決いただくことが

原則となりますよね。ですがサプライヤー内で解決が図れないときには、当社に

言ってくれれば対応を取りますよということのようですが、その申込があった場

合、御社には、別会社であるサプライヤー側に対して、調査受入れや何らかの対

応させる義務を負わせられる権限等が何かあるのでしょうか。 

〇関氏 はい。ご質問ありがとうございます。大変ポイントとなるご質問だったと

思います。私たち一企業ですので、何もなければ当然、人様の会社に行って「あ

なたはこうしなさい」という権利はないのです。ましてや先生のような形でもな

くて、そういう行為が法的にもできない立場になります。では、何でこういうこ

とをしているのかというと、私ども、「サプライヤー行動規範」という規範を先

ほどの人権方針のような形で、サプライヤーに対して期待することというような

形で定めていまして、それぞれ当社とお取引を始める企業様に対して、その方針

を示す、取引にあたっての基本確認書というものを結んでいるのです。そこには

人権分野のみならず、環境分野なども含めてですが、当社としてサプライヤーに

対して求める、あるいは期待する内容というものを羅列して、それに対しては確

認してサインをいただいています。ですので、こういうことがあった場合には、

それを手がかりに、例えばおたくの会社とはこういう形で確認を取り交わしてい

るのだけれども、こういう形でどうもそれと合ってないようなことがあるようだ

と耳に入りました、とこういうような立場で、まずは結んでいる行動規範の内容

に対しての確認をさせてほしいというようなスタンスでお話を聞きに行くという
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ような形式をとっています。これがないとなかなかいけないということかなと思

っています。 

○岸本委員 ありがとうございました。 

〇深田副会長 他にご質問はありますか。 

（森岡委員挙手） 

〇森岡委員 森岡と申します。サラリーマンで長年、何度も何度も人権研修を受け

たのですが、今日は一番面白かったです。大変内容が充実していて、グローバル

な視点もあるし、具体的なアクションで、この資料では１１になっていますけれ

ども先ほどプレゼン資料は１０個になっていましたけれども、極めて具体的なリ

アルなテーマで、人権に配慮した商材の調達とか、人身の取引の防止とか色々具

体的にイメージできる課題を真剣に取り組んでいらっしゃる。そういう中で、い

ろんな取引先の中に、先ほどサプライチェーンのことを聞こうかと思ったのです

けれども、グローバルな取引では、色々な国柄の人たちと接する中で、色々な困

難に直面することがあるのではないかと思いつつも、これだけ非常に真剣に取り

組んでいるという状況は、御社の中で人権研修のような形で社員にフィードバッ

クなどされていらっしゃるのですか。 

〇関氏 ありがとうございます。まず、人権研修を毎年やっております。対象によ

っては内容を若干変えていますけれども、弊社の場合は、グループ連携で３万

７，０００名ほどいますけれども３万７,０００名が毎年受けるものというものが

ありまして、そこには先ほどあったようなコミットメントの話ですとか、どちら

かというと広く浅くみたいなところと、あとは人身取引の防止のところも、一般

的な人身取引全般について言っているのではなくて、航空会社は人身取引犯が航

空機を利用して、その人身取引の被害者を運ぶということを、我々が望んでいる

わけではもちろんないですけれども、形態としてはそういうふうになってしまう

ので、私たちには一定の責任があるだろうということで、こういったところを特

出しをして、全社員に伝えているのがまず１つです。加えて新任の管理職に対し

ては、今日お話したような話を含めて、原則論から世界的な話も含めて、必ず講

義をするということで、いくつかの種類を使い分けながら研修を展開していると

いうことをやっています。 

〇深田副会長 ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。い

かがでしょう。よろしいですか。昨年、Ｇ７の広島サミットがあったときにすご

く印象的に思ったのですが、日本以外のＧ７の加盟国の在日の大使の人たちが連

名で日本政府に対して、セクシュアルマイノリティの人権について、日本の政府
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の対応は甘いのではないかという文書を出されたというニュースがありました。

多分これは、前代未聞のことだと思うのですよね。そのときに、経済界の重鎮の

方から、ニュースで見ただけですけれども、自民党で検討していたのはＬＧＢＴ

理解増進法という法律で、それについてすら反対の声も上がっているというよう

な中で、世界では今、性的マイノリティを差別してはいけない、差別禁止をみん

なで話し合っているのに、日本はまだ理解増進しましょうということなのは、少

し遅れているのではないかと。多分、日本国のように世界で活動される企業の皆

さんは、日本の政府の人権に関する取組は少し遅れているなと日頃から思われて

いるのかなということも思いながら、今日お話を聞いていました。また世界的な

企業の取組が多分日本の政府だけではなく日本社会全体の人権意識向上を後押し

していくことになるのだろうとも考えながら、お話を聞いておりました。今日は

どうもありがとうございました。拍手で関さんにお礼を申し上げたいと思いま

す。 

（拍手） 

〇関氏 どうもありがとうございました。 

〇深田副会長 それでは用意された議題は以上となりますが、「その他」というと

ころで、委員の皆さんから何かご発言があれば、まずお伺いしたいと思います

が、いかがでしょうか。特になければ、事務局の方からはいかがでしょうか。 

〇事務局（猪野） はい。１つご報告をさせていただきます。今、水色のチラシを

１枚お渡しさせていただいております。こちらは令和５年度の藤沢市ジェンダー

平等・男女共同参画講演会として実施するもので、昨年度は日本航空の方にお越

しいただきまして、Ｄ＆Ｉについて、女性活躍の視点からお話をしていただきま

して、非常に有意義だったという声が職員から多数寄せられました。そこで同じ

テーマ、Ｄ＆Ｉに絞りまして、今年度も実施することといたしました。こちらに

つきましては、各課職員１人ずつの参加を呼び掛けておりますが、一般の方にも

開放するということで、定員５０人の枠を設けさせていただいております。今回

は、内閣府の女性活躍の会議にも出られております羽生祥子さんとアフラック生

命保険会社のダイバーシティ＆インクルージョン推進部長の若濱さんにご参加を

いただきまして実施をいたします。昨年度のＤ＆Ｉの講演会でアンケートを取っ

た結果なども踏まえながら、パネルディスカッションも実施したいと思っており

ますので、ご興味ある方は、ぜひお申し込みいただければと思います。お申し込

みにつきましては裏面に二次元コードがございますので、そちらからお申し込み
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いただくか、もしくは直接職員の方にお声掛けいただければ、こちらの方で準備

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇事務局（中村） もう１枚、「ふじさわ人権文化を育むまちづくり」リーフレッ

トを本日、お配りいたしました。昨年度改定した指針の内容をまとめたものを作

成して、市民センターなどの公共施設や学校などに配布しております。ホームペ

ージからもご覧になれます。ご参考にお配りさせていただきました。 

〇深田副会長 ありがとうございます。１つ質問なのですがこちらのふじさわ人権

文化を育むまちづくりのリーフレットは、どのぐらいお作りになったのか。藤沢

市内の色々なところに置いてあるということですよね。 

〇事務局（中村） はい、４，０００部作成しました。 

〇深田副会長 ありがとうございます。県内で今１３の自治体で人権指針を策定し

ています。新たに逗子市が１４番目として策定に向けて検討会を開いているとこ

ろですが、このような形で、実は市民向けに人権指針を周知して、藤沢市はこう

いう方向で取り組みますよというようなことを積極的にＰＲしている自治体は多

分他にないと思います。とても良いことだなと思っています。ぜひこれからも続

けていただければと思います。事務局の方から他にはないですか。ありがとうご

ざいます。それでは本日の会議はこれをもちまして、終了としたいと思います。

不慣れな議事の進行にご協力をいただきましてありがとうございました。それで

はマイクを事務局にお返ししたいと思います。 

〇事務局（作井） 深田副会長ありがとうございました。それでは、事務連絡を１

点させていただきます。今回で令和５年度の協議会は終了となります。令和６年

度の開催スケジュールにつきましては、また調整をした後に皆さんにメールでお

知らせいたします。よろしくお願いいたします。また、本日の会議の議事録を作

成次第、皆様にメールでお送りいたしますので、ご確認をお願いいたします。そ

れでは、本日お忙しい中長い時間ありがとうございました。本日の会議を終了さ

せていただきます。お疲れ様でした。 

 

以  上 


